
無電柱化と子ども～１１０cmのまなざし～	 報告者：宮田美恵子

無電柱化の推進に関する法律（平成２８年法律第１１２号） 
第十一条：国及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の
形成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法（昭和二
十七年法律第百八十号）第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無
電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。 

報告者略歴 
＊宮田美恵子（みやたみえこ） 
＊日本女子大学人間社会学部客員准教授を経て 
現在は順天堂大学医学部協力研究員 
放送大学非常勤講師  
日本こどもの安全教育総合研究所理事長 

＊専門は教育社会学・安全教育・安全安心まちづくり など 
＊委員等履歴 
〇内閣府 子どもの安全確保事業企画調整委員会委員 
〇石川県金沢市まちづくり事業「きずな研究委員会」委員長 
 （景観に配慮した防犯灯の設置） 
〇岐阜県教育委員会通学路安全委員会スーパーバイザー 
○川崎市子どもの安全・安心なまちづくり専門委員  ほか 

＊報告の概要＊ 
１.無電柱化と交通事故の関わり
２.子どもの視線：１１０cmのまなざし
３.地上機器（トランス等）設置の問題
４.無電中化の優先順位について
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．歩車分離（歩行者と車の分離）
ガードレール・ガードパイプ・ポストコーン等の設置・縁石をつける・歩道を高くする・外
側線の引き直し・歩行者側を広く取る・外側線の外側をカラーリングし巻き込み防止・
進入制限・時間制限

２．歩車共存（歩行者と車の共存）
渋滞回避の抜け道防止「ゾーン 」・原則路面標示や
立て看板の設置・交差点のカラー舗装・カーブミラーの設置

撮影 Mieko MIYATA 
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http://www.asahi.com/articles/ASK1W5KMMK1WUUPI00B.html 

撮影 Mieko MIYATA https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-
8&gdr=1&p=%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E6%A9%9F%E5% 
99%A8+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9 


